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令和８年度 保育士派遣業務（単価契約）公募実施要項 

 

１．目的 

  慢性的な保育士不足の早急な解消のため、市立保育所へ保育士派遣業務を行うことが

可能な事業者を公募します。また、安定的に保育士を確保するため、契約単価を統一し、

保育士派遣労働者が規定の人数に達するまで、複数の事業者との契約交渉を実施します。 

 

２．募集対象業務 

（１） 業務名 

令和８年度 保育士派遣業務（単価契約） 

（２） 業務内容 

「令和８年度 保育士派遣業務（単価契約）特記仕様書」のとおり 

（３） 予定履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４） 契約単価 

１時間あたり２，６００円（税抜き） 

※上記単価は交通費を含む金額とします。 

（５） 派遣人員総数 

８名程度（１社あたりの上限人数はありません） 

※令和８年４月１日から申請した人数を必ず派遣していただきます。 

 

３．参加資格要件 

参加事業者は、本事業の目的を理解し、申請時点で次に掲げる項目をすべて満たすもの

であること。 

（１） 富谷市競争入札参加資格「役務提供(事務)人材派遣」の承認を受けた業者であ

ること。 

（２） 宮城県又は富谷市の指名停止期間中にないこと。 

（３） 営業に関し、法令等の規定により許可、登録、認可等を必要とする場合は、申

請時においてそれらを受けていること。 

（４） 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険（以下「社会保険等」という。）に加入し

ている者又は社会保険等の適用を除外されている者 

（５） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る者でないこと。 

（６） 富谷市暴力団排除条例（平成２５年３月２２日施行）に規定する排除措置対象

者に該当しないこと。 

（７） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立をし
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ている者でないこと。 

（８） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立をし  

ている者でないこと。 

 

４．募集期間 

令和８年１月３０日（金）まで 

 

５．応募概要 

（１） 募集要項等の配布期間 

公告（募集開始）から富谷市子育て支援課で配布（土日祝日を除く）、もしくは

市ホームページからダウンロード 

 

（２） 質問事項の受付及び回答 

公告（募集開始）から令和７年１２月２６日（金）までに「様式第１号 質問

回答書」に内容を簡潔に記載し電子メール若しくはＦＡＸにて提出してくださ

い。なお、提出後は電話により受信確認を行ってください。 

メールアドレス：kosodateshien@tomiya-city.miyagi.jp 

ＦＡＸ番号  ：０２２－３５８－９９１５ 

回答は、質問者に対し令和７年１月１６日までに行います。 

 

（３） 申込書類の提出 

受付期間：令和８年１月３０日（金）まで 

提 出 先：富谷市子育て支援課（〒９８１－３３９２ 宮城県富谷市富谷坂松

田３０番地） 

提出方法：持参の場合は事前に来庁日時をお電話ください。郵送の場合は配達

証明付郵便により郵送し、郵送後電話にてご連絡ください。 

提出書類：①参加申請書 

     ②公募実施要項３．資格要件（３）を証明できる写し 

     ③申請者の所在地及び名称を記載し，１１０円切手を貼付した返信

用封筒１枚 

 

６．選定方法 

参加申込書類に基づき審査を実施し、受託事業者として適当と判断された場合は、

受託候補者として決定します。参加者から、複数の事業者を受託候補者として決定

することもあります。 

派遣人数を超える応募があった場合は、別添審査基準表に則り点数の高い事業者
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から順に受託候補者として決定します。 

受託候補者の派遣可能人数によって、受託候補者数が変わります。 

なお、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けないものとします。 

選考結果は、令和８年１月３０日（金）以降に当該申込業者に通知します。 

 

７．契約について 

（１） 契約内容及び仕様について、本市と詳細を協議した結果変更が生じる場合があ

ります。 

 

８．その他 

（１） 失格・無効 

次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とします。 

①参加申込書類の提出後、契約締結日までの間に、３の参加資格要件を満たさなく

なった場合。 

②参加申込書類において虚偽の記載がある場合 。 

③参加申込に関して談合等の不正行為があった場合 。 

④正常な参加申込の執行を妨げる等の行為があった場合。 

⑤法令並びに富谷市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ参加申込を

行った場合。 

⑥審査の公平性を害する行為があった場合 。 

⑦前各号に定めるもののほか、参加申込にあたり著しく信義に反する行為等によ

り、市が失格であると認めた場合 。 

 

（２） 留意事項 

①本件の参加に係る経費は、全て参加者の負担とします。 

②提出書類に含まれる特許権・実用新案権・意匠権・商標権その他日本国の法令に

基づいて保護される、第三者の権利の対象となっている業務の手法、維持管理方

法、運営方法等を使用した結果生じる責任は、全て参加者が負うものとします。 

③審査及び評価の内容、参加者名等の内容についての質問は一切受け付けません。 

④提出された書類は返却しません。 

⑤提出後に書類の内容を変更することは認めません。（軽微な修正を除く）ただし

市から指示があった場合はその限りではありません。 

⑥提出された書類は富谷市情報公開条例（平成１２年条例第２８号）及び富谷市個

人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２３号）の規定に基づき、

非公開とすべき箇所を除き、開示する場合があります。 

 



【公募実施要項】 

4 

 

９．問合せ先及び各書類の提出先 

富谷市子育て支援課（〒９８１－３３９２ 宮城県富谷市富谷坂松田３０番地） 

ＴＥＬ ０２２－３５８－０５１６ 

ＦＡＸ ０２２－３５８－９９１５ 

メール kosodateshien@tomiya-city.miyagi.jp 
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令和８年度 保育士派遣業務（単価契約）特記仕様書 

 

１．業務内容 

保育士(複数担任) 

クラス運営、保育計画作成、日誌・保育経過記録、連絡帳記入、お便り作成、行事

運営等 

 

２．契約期間 

   令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

３．派遣職員 

   保育士資格を有する者。 

   ※1回の派遣期間中は、同一の保育士の派遣を基本とする。 

 

４．派遣人数 

予定人数：保育士８名程度（原則６時間又は４時間勤務とする。） 

ただし、上記勤務時間で必要な人員を満たさない場合はそれ以外の勤務時間につい

ても可とする場合があるので、上記の勤務時間以外の時間での申請も可能とする。 

 

 

※保育士は、必ず令和８年４月１日から勤務保育所への派遣となるため、必ず派遣で

きる人数で申請すること。 

 

５．勤務場所 

 下記施設のうち、契約後、こちらから指定します。 

富 谷 保 育 所 …富谷市富谷狸屋敷３０番地 

富ケ丘保育所 …富谷市富ケ丘三丁目１番３８号 

東向陽台保育所…富谷市東向陽台三丁目１７番３号 

成 田 保 育 所 …富谷市成田三丁目１５番地７ 

※車通勤の場合、保育所の駐車場を利用できます。また、契約前の園の見学も可能だ

が、勤務希望施設がある場合は要相談。 

 

６．勤務条件 

   ①就業日 

    日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)第 3条に規定する休

日並びに 1 月 2 日，同月 3 日及び 12 月 29 日から同月 31 日までの日を除く日のう
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ち、指揮命令者の指定する日で、週５日とする。 

   ※就業日については原則とし週５日とするが、派遣元と富谷市が協議の上、週 4日以

下の日数での勤務も可能とする。 

   ②就業時間 

    （１）１日６時間勤務 

      月曜日から金曜日の午前７時１５分から午後７時までの内、派遣職員の希望

と勤務保育所との協議により決定する。 

（２）１日４時間勤務 

月曜日から金曜日の午前７時１５分から午後７時までの内、派遣職員の希望

と勤務保育所との協議により決定する。 

※（１）、（２）ともに月１，２回程度の土曜勤務を含む 

※（１）、（２）ともに月２０日程度のシフト制勤務、変則週休２日制 

※休憩時間については、固定の時間は決めず所長と相談の上とること。 

 

７．時間外労働 

  就業時間外の労働を１５分単位で命じることがある。 

 

８．届出事項等 

  派遣元は、派遣開始届、派遣労働者名簿及び派遣計画書を届け出ること。また、毎月の

勤怠管理票を請求書と併せて提出すること。 

 

９．契約種別 

  単価契約 

 

１０．請求及び支払方法 

   請求及び支払については１か月ごととする。 

 

１１．契約金額 

1時間当たり 2,600円（税別） 

   契約金額は保育士１時間当たりの金額に交通費を含み、消費税及び地方消費税額を

加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数がある場合についてもその端数処理は行わ

ない金額）とする。 

 

１２．支払金額 

   業務料の支払いについては、下記の式に基づき 1人/日あたりの業務料を算出の上（１

円未満は端数処理）累積した金額を支払うものとする。 
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   なお、実働時間は１５分単位で計算し、端数時間についてはこれを切り捨てるものと

する。 

 

  ＠業務料【時間単価/円×1.1(1円未満端数処理せず)】×実働時間(h) 

 

１３．個人情報の取扱い 

  受託者は本事業において「個人情報の保護に関する法律(平成 15年 5月 30日法律第 57

号)」その他の法令を遵守すること。業務完了後も同様とする。 

 

１４．その他条件 

（１） 1回の派遣期間中は、同一の保育士の派遣を基本とする。 

（２） 細菌検査は採用時には派遣元が実施し、原則として派遣開始日までに結果に関す

る情報を保育所に提供する。 

（３） 健康診断は派遣元が派遣実施前に行う。 

（４） 勤務場所までの交通費及び社会保険に付帯する費用並びに人員管理費用等の諸経

費は契約金額に含めるものとする。 

（５） 派遣された保育士の労働時間の確認は保育所職員が行う。 

（６） この仕様書に定めのない事項及び疑問が生じた場合は、勤務保育所長と協議の上

で、対処方法を決定する。 



参加申請書 

 

令和    年    月    日 

富谷市長 若生  裕俊  あて 

 

                                           住 所       

                                           商号又は名称 

                                           代 表 者                                印 

                      担当者氏名  

                      連絡先 TEL 

                                                   FAX 

 

  令和    年    月    日付けで公告のありました業務に参加したいので，下記の書類を添えて申請し

ます。 

  なお，公募実施要項３．参加資格要件のすべてを満たしていることを誓約します。 

また，契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には，契約を解

除され，違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 

 

記 

 

１  業 務 名 令和８年度 保育士派遣業務（単価契約） 

 

２  履 行 場 所  富谷市立保育所（４所） 

 

３ 派 遣 人 数       名（内 ６時間勤務   名、４時間勤務   名、 

６時時間及び４時間勤務以外の時間での勤務   名） 

※令和７年４月１日より必ず派遣できる人数を記入してください。 

 

４ 派遣期間及び日数 派遣期間 ①１年間（  名）、②  ヶ月（  名） 

           日数（週）①週５日（  名）、②週４日以下（  名） 

 

５ 早番勤務可能者数 人数     名 早番での勤務可能日数     日/週 

  遅番勤務可能者数 人数     名 早番での勤務可能日数     日/週 

 

６ 継続保育士の有無 令和７年度より継続して勤務を希望する保育士     名 

 

７ 前 年 度 実 績 令和７年度に宮城県内地方公共団体との契約及び派遣実績 有 ・ 無 

 

裏面もご確認ください。 

 

受付番号 

 



 

 

 

 

８  申 請 書 類 

① 参加申請書 

② 公募実施要項３．資格要件（３）を証明できる写し 

 ③ ７を証明する契約書・仕様書等の写し（実績が有る場合） 

④ 申請者の所在地及び名称を記載し，１１０円切手を貼付した返信用封筒１枚 

※ 申請書は，正１部のみ提出すること。 

 



【様式第１号】 

質問回答書 

 

令和  年  月  日 

 

  住    所 

  商号又は名称 

  代表者職氏名               

 

件 名： 

 

質問事項 回答事項 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

回答所属長名(自署)                    

 

 

※質問がない場合の本書の提出は不要です。 



令和８年度保育士派遣業務（単価契約）審査基準表 

① ６時間または４時間勤務の場合 

審査項目 審査基準 得点 

保育士の継続 

令和６年度に同じ保育所に同じ保育士を派遣

しており、令和７年度も継続して派遣が可能で

あるか。（得点は 1名あたりの点数） 

１０ 

派遣可能人数 派遣可能人数１名につき ５ 

派遣業務の実績 
令和６年度中に県内の他自治体と保育士派遣

契約を結び派遣した実績があるか。 
５ 

派遣期間 
１年間継続して同一の保育士を派遣できるか。 

（得点は 1名あたりの点数） 
５ 

勤務時間 勤務時間が６時間の方 1名につき。 １０ 

勤務時間 勤務時間が４時間の方 1名につき。 ５ 

早番勤務 
継続的に７時１５分からの勤務が可能な方 1

名につき 
３ 

遅番勤務 
継続的に１９時までの勤務が可能な方 1 名に

つき 
３ 

勤務日数（週） 勤務日数が週４日以下の方 1名につき。 -3 

 

 

② 上記の勤務時間で勤務可能な人では派遣人数を満たせない場合 

審査項目 審査基準 得点 

保育士の継続 

令和６年度に同じ保育所に同じ保育士を派遣

しており、令和７年度も継続して派遣が可能

であるか。（得点は 1名あたりの点数） 

１０ 

派遣可能人数 派遣可能人数１名につき ５ 

派遣業務の実績 
令和６年度中に県内の他自治体と保育士派遣

契約を結び派遣した実績があるか。 
５ 

派遣期間 
１年間継続して同一の保育士を派遣できるか。

（得点は 1名あたりの点数） 
５ 

勤務時間 勤務時間が６時間以上の方 1名につき。 １０ 

勤務時間 
勤務時間が４時間以上６時間未満の方 1 名に

つき。 
５ 



早番勤務 
継続的に７時１５分からの勤務が可能な方 1

名につき 
３ 

遅番勤務 
継続的に１９時までの勤務が可能な方 1 名に

つき 
３ 

勤務時間 勤務時間が４時間未満の方 1名につき。 ３ 

勤務日数（週） 勤務日数が週４日以下の方 1名につき。 -３ 

※②については①の勤務時間の保育士により派遣人数が満たせなかった場合、それ以外の

勤務時間の保育士について審査する際に使用する。 


